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立ち会いと境界の確認　　　
― 保存・管理・処分の３類型と筆界の範囲 ―

[bookmark: _Hlk213921903]令和8年3月　2日   愛知県土地家屋調査士会岡崎支部会員　鍋田 建治

１　はじめに
土地家屋調査士（以下「調査士」という。）の使命は、不動産の表示に関する登記および土地の筆界を明らかにすることにあり、国民の権利の明確化に寄与することである（土地家屋調査士法第1条）。筆界が客観的に明確であれば、本来、当事者による確認手続きは不要であるとも考えられる。しかし、実務上は筆界が不明確な事例が大半を占め、関係権利者との「立会」を通じて所有権界を確認し、筆界を推認するプロセスが不可欠となる。
では、この「立会」という行為の法的な本質は何であろうか。単なる境界の確認作業として漫然と行われている事例も散見されるが、そこには民法上の「保存」「管理」「処分」という重層的な法的判断が含まれているはずである。本稿では、民間の当事者間における立会業務に焦点を当て、関係条文および実務上の失敗事例を紐解きながら、調査士、依頼人、隣接土地所有者の三者の法的関係と、あるべき実務の指針について考察する。
	


  　関係条文は　　　で示し、研究の核となる文言を「　　　」で示し、言葉には

『　 　 』を付けました。

[bookmark: _Hlk217290878]　参考文献
· 秋保賢一 他『官民境界確定の実務 ― Ｑ＆Ａと事例解説』（平成17年）
· 名古屋法務局不動産表示登記事務取扱規程（令和4年）
· 田中淳子「土地家屋調査士業務における立会業務の問題点」（月刊 土地家屋調査士 2025年3月号）
· 田中淳子「土地の境界と実務」（愛知会研修会資料 令和7年10月）
· 『ジュリスト』2024年3月号（成年後見制度改革特集）、2025年2月号（所有者不明土地法制特集）


２　立会の法的根拠
官民境界確定協議が所有権についての私法上の和解契約と解されるのと同様に、民間の当事者間における境界協議もまた、立会を通じた合意形成プロセスである。
この協議のために、隣接する土地所有者同士の立会が必要となる。通常、所有権界と筆界は一致すべきものであるという認識を背景として、協議の結果確認された所有権界が、地積測量図等の客観的資料と整合し、かつ筆界の安定性を損なわない合理性を有すると判断される場合には、当該ラインを筆界として推認する。
３　実務事例分析
過去の実務におけるトラブル事例（失敗談）を分析し、法的リスクと教訓を以下に整理する。
（1）：仮測量における説明義務とインフォームド・コンセント
· 事案の概要
仮測量のため、隣接地にトラバー点（測量用鋲）を設置したところ、隣地所有者より「境界標と誤認するようなものを勝手に設置された」として、撤去を求められるクレームが発生した。
· 問題の所在
専門家にとっては自明な「測量用仮点」であっても、一般市民にとっては「権利関係を固定する境界標」と誤認されやすい。事前の承諾なしに設置したことは、所有権侵害（民法209条の隣地使用権の解釈を含む）および説明義務違反を問われる恐れがある。
· 実務上の教訓
挨拶回りおよび業務説明の段階で、測量プロセスの詳細（仮点の設置を含む）を明示し、事前に書面または口頭での承諾を得るプロセスを徹底すべきである。
（2）：仮杭の材質選定と善管注意義務
· 事案の概要
仮杭として簡易な「目串」を使用して確認印を受領したが、後日、本杭設置時に「位置がずれている」との疑義を持たれた。実際には位置はずれていなかったが、簡易な材質が「動いたのではないか」という不信感を招いた。
· 問題の所在
仮杭であっても、確認の対象となる以上、容易に移動・滅失しない材質を使用すべきである。不安定な材質の使用は、専門家としての信頼性を損なうだけでなく、再立会等の手戻りを発生させ、業務効率を著しく低下させる。
· 実務上の教訓
「仮のものだから」という安易な妥協を排し、仮杭の段階から不動性を担保できる材質（プラスチック杭や強固な木杭）を選定すること。これは民法644条の善管注意義務の一環と捉えるべきである。
（3）：無権代理リスクと本人確認の徹底
· 事案の概要
高齢の隣地所有者が震える手で署名できない状況下で、その場にいた親族に代筆させた。数年後、相続人から「父の筆跡ではない、同意書は偽造だ」との主張を受けた。
· 問題の所在
法的に有効な代理権限の授与（委任状等）を確認せず、漫然と家族による代筆（署名代行）を認めた点に瑕疵がある。これは「無権代理」または「私文書偽造」の疑いを招く重大なリスク要因である。
· 実務上の教訓
署名は原則として本人が行うこと。身体的理由等で代筆が必要な場合は、必ず「本人の面前で意思確認を行う」とともに、代理権限を証する書面（委任状・印鑑証明書）を徴求し、代理人自身の署名として処理する厳格さが求められる。
（4）：署名プロセスの透明性と証拠保全
· 事案の概要
立会時、同意書への署名を求めた際、当事者が「自宅で書く」として一旦持ち帰り、別室で署名されたものが提出された。後日、本人が「自分の字ではない」と主張し、トラブルとなった。
· 問題の所在
調査士の目の届かない場所（密室）で行われた署名は、誰がどのような状況で書いたか（強要や錯誤がなかったか）を第三者が証明できない。署名行為そのものの「立会」が欠如しており、文書の真正成立に対する推定力が弱まる。
· 実務上の教訓
署名押印という重要行為は、必ず調査士の面前で行ってもらう（面前署名）。これが不可能な場合は、後日改めて本人確認を行うか、意思確認のプロセスを補強する措置（電話確認の記録化等）が必要である。

４　立会前（仮測量前）のあいさつ
（1）依頼人に対して
見積書を提出する前に、依頼人と共に現場を確認する。杭の有無、占有界を示す構造物、境界に関する資料の有無およびそれらに対する認識を聴取し、併せて隣接土地所有者および居住者の状況についても確認を行う。
その上で、土地家屋調査士法第1条から第3条に基づく調査士の立場を説明し、業務内容への理解を得る。特に、調査・測量は依頼人の代理として行うものの、その立ち位置はあくまで「公正」であり（同法第2条）、単なる所有権界の代理人ではないこと、公法上の筆界を明らかにする立場であることを平易に説明すべきである。
また、仮測量のために必要な伐採や掘削についても事前の承諾を得る又は通知をするとともに、隣接土地所有者への挨拶への同行を依頼することが望ましい。
（2）隣接土地所有者に対して
本人確認および自己紹介を行った後、境界に対して公平・公正に調査すること、および仮測量への協力を依頼する。測量用鋲（トラバー杭）の設置が必要な場合はその旨と日時を伝え、連絡先を交換する。
仮測量や立会に難色を示す者がいる場合には、民法の基本原則（第1条）、相隣関係（第209条等）、土地基本法（第6条）、国有財産法（第31条の3）等の趣旨を、相手方の立場に配慮しつつ丁寧に説明し、理解を求める姿勢が肝要である。
	土地家屋調査士法
（土地家屋調査士の使命）
第一条　土地家屋調査士（以下「調査士」という。）は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界（不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。第三条第一項第七号及び第二十五条第二項において同じ。）を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とする。

（職責）
第二条　調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

（業務）
第三条　調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一　不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
二　不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
　　　以下省略



	民 法
（基本原則）
第一条　私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
２　権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
３　権利の濫用は、これを許さない。

第二款　相隣関係
（隣地の使用）
第二百九条　土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一　境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二　境界標の調査又は境界に関する測量
三　第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り
２　前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者（以下この条において「隣地使用者」という。）のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
３　第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
４　第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

（境界標の設置）
第二百二十三条　土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

（境界標の設置及び保存の費用）
第二百二十四条　境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

（境界標等の共有の推定）
第二百二十九条　境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

（竹木の枝の切除及び根の切取り）
第二百三十三条　土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
２　前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
３　第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一　竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二　竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三　急迫の事情があるとき。
４　隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

（境界線付近の建築の制限）
第二百三十四条　建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
２　前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

第二百三十五条　境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側（ベランダを含む。次項において同じ。）を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
２　前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。



	　　土地基本法
（土地所有者等の責務）
第六条　土地所有者等は、第二条から前条までに定める土地についての基本理念（以下「土地についての基本理念」という。）にのっとり、土地の利用及び管理並びに取引を行う責務を有する。
２　土地の所有者は、前項の責務を遂行するに当たっては、その所有する土地に関する登記手続その他の権利関係の明確化のための措置及び当該土地の所有権の境界の明確化のための措置を適切に講ずるように努めなければならない。
３　土地所有者等は、国又は地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力しなければならない。




	　　国有財産法
（境界確定の協議）
第三十一条の三　各省各庁の長は、その所管に属する国有財産の境界が明らかでないためその管理に支障がある場合には、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。
２　前項の規定により協議を求められた隣接地の所有者は、やむを得ない場合を除き、同項の通知に従い、その場所に立ち会って境界の確定につき協議しなければならない。
３　第一項の協議が調った場合には、各省各庁の長及び隣接地の所有者は、書面により、確定された境界を明らかにしなければならない。
４　第一項の協議が調わない場合には、境界を確定するためにいかなる行政上の処分も行われてはならない。



[bookmark: _Hlk219279432]５ 仮測量後
行為の種類
ここで立会人の確認（署名）行為を３つの種類に分けて考えた。
①『保存行為』･･･現状を（価値を）保存し、維持する行為。
②『管理行為』･･･物及びその権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする（価値を増加する）行為。
③『処分行為』･･･現状の性質を変えたり、財産権の変動をする行為。
ただし、現状の性質を軽微に変えるもの（事実的処分行為）は管理行為に含まれると考える。その他（法律的処分行為）は処分行為と考えたい。その区分は下記の表1にまとめた。この分類は民法第103条、第251条、第252条及び第264条の3第2項から考えた。
【表1：境界立会における行為類型と必要とされる法的権限】
	行為の類型
	現場の状況
（事実認定）
	法的性質
（民法理論）
	立会適格者
（権限者）
	リスクレベル
と（調査士の
事前作業）

	類型Ⅰ
	境界杭が存在し、資料（地積測量図等）と整合する。
筆界が明白である場合。
	保存行為

(民法103条1号等)

現状の価値を維持する行為。
	管理者で可

所有者に加え、配偶者等の家族、法人の担当者でも許容される傾向にある。
	低
（杭位置の明示）

	類型Ⅱ
	境界杭は不在だが、塀などの占有界があり、資料から筆界がその範囲内にあると合理的に推認できる場合。
	管理行為

(民法103条2号等)

性質を変えない範囲での利用・改良。
	管理者で可

ただし、将来的な紛争予防のため、可能な限り所有者本人の確認が望ましい。
	中

仮杭の設置又は筆界の範囲を明示

	類型Ⅲ
	境界杭も占有界もなく、新たに境界線を特定する必要がある場合。

または資料と現況が一致しない場合。
	処分行為

(変更行為を含む)

現状の性質を変更、または権利変動を伴う行為。
	所有者本人 または 処分権限を有する代理人

家族であっても委任状（処分権限の授与）が必須。
	高

筆界の範囲を明示

	特例
	所有者不明（相続人不明を含む）の場合。
	保存・管理・処分

※行為の性質による
	所有者不明土地管理人

※処分行為に該当する場合は裁判所の許可が必要（民法264条の3第2項）。
	極高

仮杭又は筆界の範囲を明示


※ 境界確認を直ちに「処分行為」と断定することには議論があるが、新たに境界線を特定する行為は実質的に所有権の範囲を確定させる効果を持つため、本稿ではこれを「処分行為に類する行為」と位置づけ、原則として所有者本人または処分権限を有する代理人の関与を必須とするのが安全側の判断である。
	　　民 法
（権限の定めのない代理人の権限）
第百三条　権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一　保存行為
二　代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

（共有物の変更）
第二百五十一条　各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更（その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。）を加えることができない。
２　共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

（共有物の管理）
第二百五十二条　共有物の管理に関する事項（次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。）は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
２　裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
一　共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
二　共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。
３　前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
４　共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利（以下この項において「賃借権等」という。）であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
一　樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等　十年
二　前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等　五年
三　建物の賃借権等　三年
四　動産の賃借権等　六箇月
５　各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

（所有者不明土地管理人の権限）
第二百六十四条の三　前条第四項の規定により所有者不明土地管理人が選任された場合には、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産（以下「所有者不明土地等」という。）の管理及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人に専属する。
２　所有者不明土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはできない。
一　保存行為
二　所有者不明土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為




６　立会実施時の実務対応
（1）復元可能な場合（保存・管理行為）
既設の境界杭が調査資料と一致し、関係者の確認が得られれば、筆界確認書に署名を受領する。杭がない場合でも、調査資料から境界が明白であり復元可能であれば、仮杭等を設置し、当日に確認の上で署名を求める。
（2）復元不可能な場合（処分行為的側面）
調査資料から一点を特定できない場合、調査士は専門的知見に基づき「筆界の範囲」を示すことになる。
所有権確認訴訟においては弁論主義（民事訴訟法第246条）が適用されるが、裁判外の協議においては『私的自治の原則（処分権主義）』が尊重される。したがって、関係者の処分権限に基づき所有権界を定めてもらうことになるが、その結果得られた点が調査士の示した「合理的範囲内」であれば、そこを筆界点として推認し、処理を進める。範囲から外れる場合や合意に至らない場合は、筆界特定制度やADR、訴訟等の他制度への移行を検討すべきである。
（3）調査士の職責の再確認
調査士は所有権訴訟の裁判官ではなく、また創設的に公法上の境界を形成する権限も有しない。あくまで中立公平な立場で資料を説明し、当事者の合意により決められた所有権界が筆界（公法上の境界）として認容できるか否かを法的・技術的観点から審査・判断することが職責である。
　その説明には、調査士としての技術力だけではなく、「コミュニケーション能力」と「人間性」による『信頼』が大切である。
（4）契約と報酬の考え方
調査士と依頼人の契約関係は、事実行為の委任を含む準委任契約（民法656条）であり、請負契約ではないと解される。したがって、結果（境界確定）のいかんにかかわらず、履行の割合に応じて報酬を請求し得る（民法648条第3項等）が、依頼人の納得を得るためには、成果の見込みについて事前の十分な説明（インフォームド・コンセント）が不可欠である。
	　　民事訴訟法
（判決事項）
第二百四十六条　裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。



	　　民 法
（委任）
第六百四十三条　委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

（受任者の注意義務）
第六百四十四条　受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。



	　民 法
（準委任）
第六百五十六条　この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

（請負）
第六百三十二条　請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。



	　　民 法
（注文者が受ける利益の割合に応じた報酬）
第六百三十四条　次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
一　注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二　請負が仕事の完成前に解除されたとき。

（受任者の報酬）
第六百四十八条　受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
２　受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
３　受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一　委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二　委任が履行の中途で終了したとき。

（成果等に対する報酬）
第六百四十八条の二　委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。
２　第六百三十四条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。



	　民 法
（受任者による報告）
第六百四十五条　受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。








[bookmark: _Hlk221870952]７　結び ― 信頼される専門家としての「洞察」と「創造」
本研究を通じて再確認されたのは、立会業務が単なる測量技術の問題ではなく、高度な法的判断と人間理解を要するコミュニケーションの場であるという事実である。
調査士は、依頼人の利益を追求しつつも、第2条に規定される「公正かつ誠実」な立場を堅持しなければならない。境界確認において最も重要なことは、相隣関係における互譲の精神を醸成し、将来の紛争の芽を摘むことにある。裁判や筆界特定に至る前に、当事者の納得による合意形成を導くことこそが、我々に求められる職責である。
立会現場において、立場や利害の異なる他者の言葉を理解するためには、表面的な主張の背後にある真意を汲み取る『洞察力（Imagination）』が不可欠である。そして、法的な整合性を保ちつつ、当事者双方が納得できる解決策を提示する『創造力（Creation）』が求められる。
既存の枠組みや前例踏襲にとらわれず、法的知識と倫理観に裏打ちされた「あるべき調査士像」を追求すること。その不断の努力こそが、社会からの信頼を盤石なものとし、国民生活の安定と向上に資する道であると確信する。
　　自分を信じて‼
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